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入会金、会費及び負担金規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人 電子情報技術産業協会（以下「当会」という。）定款

第７条の規定に基づき、会員が納入すべき入会金、会費及び負担金に関し、必要な事項を

定める。 

（入会金） 

第２条 当会の入会金は、次のとおりとする。 

 (1)正会員  ２００,０００円 

 (2)賛助会員 １００,０００円 

（会費基準） 

第３条 当会は、会費の額を決定するため、会費基準を定める。 

２ 会費基準の制定及び改正は、理事会の議決により行うものとする。 

（入会金及び会費の納入） 

第４条 当会に入会するものは、入会と同時に入会金を納入しなければならない。 

２ 会員は、当会の請求に基づき、１年分の会費の２分の１に相当する額を当会の毎事業 

年度の上半期及び下半期にそれぞれ納入しなければならない。期の途中において入会し

た会員のその期の会費は、当期の入会後の月数（入会した月を含む。）に応じた額とし、

入会と同時に納入しなければならない。 

３ 当会は、事業年度の上半期に納入されるべき会費については、期の初めに概算に基づ 

いて請求することができる。当該年度の会費決定後、概算請求の額と会費の額に差異が

生じた場合には、精算を行うものとする。 

（負担金） 

第５条 負担金について必要な事項は、その都度、理事会の議決を得て定める。 
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（会員の協力） 

第６条 会員は、会費及び負担金の決定のために必要な資料の提出について、当会に協力 

しなければならない。 

（会費等の返還） 

第７条 当会は、定款第８条の規定に基づく会員の退会及び同第９条の規定に基づく会員 

の除名に際し、既に納入された入会金及び会費を返還しない。 

 

附   則 

 

１．この規程は、平成２３年４月１日より実施する。なお、旧社団法人電子情報技術産業

協会の入会金、会費並びに負担金規程は、廃止する。 

２．（平成２９年４月１日から施行）会費基準第 1 項(会費月額表)を一部改正。 
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会 費 基 準 

（会費月額表） 

１ 正会員の会費は、第２項に規定する年販売額に基づき、別表第１「会費月額表（Ａ表）」 

又は「会費月額表（Ｂ表）」により算定する。 

 Ａ表は、定款第５条第２項に規定する正会員のうち、「電子機器、電子部品の製造業

を営む法人」に適用し、Ｂ表は、正会員のうち、「電子情報産業に密接に関連する事業

を営む法人」に適用する。 

 会費月額表は、必要に応じ、改正することができる。なお、事業の一時的増減その他

特別の事情により、特定の年度において、当会の事業収支に著しい不均衡を生ずる場合

は、会費月額表の改正を行わずに、会費月額表により算定する会費月額に理事会の定め

る一定の比率を乗じて得られる額をもって、当該年度の会費月額とすることができる。 

（基準年度及び年販売額） 

２ 平成１３年度、１４年度及び１５年度の会費の基礎となる「年販売額」は、平成１０ 

年度及び１１年度の販売額の平均（以下「基準年度」の「年販売額」という。）とする。 

（基準年度の変更） 

３ 平成１６年度以降において、基準年度は４年目毎に、これと同様の方法により変更す 

るものとする。 

（事業年度の調整） 

４ 基準年度に関する当会の事業年度と会員の事業年度との調整は、別表第２「事業年度 

調整表」により行う。 

（販売額に含まれるべき関係品目） 

５ 年販売額は、別表第３「電子機器・電子部品関係製品等分類表」に該当する関係製品 

等の販売額とする。 

（団体正会員及び賛助会員の会費額） 

６ 団体として入会した正会員及び賛助会員の会費額は、月額２５，０００円を一口とし、 
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口数は、会員規模により理事会で決定する。 

（会費増減率の限度） 

７ 会費月額の増減の範囲は、原則として、前年度会費月額の２０ﾊﾟｰｾﾝﾄ以内とする。 

ただし、端数計算上この限度をこえる場合は、この限りではない。 

（会費増減率の限度に関する特例） 

８ 事業量の急激な増減、物価の著しい変動、その他特別の事情がある場合は、理事会の 

議決を得て、前項の規定にかかわらず、会費月額の増減を行うことができる。 

（理事会議決の時期及び会員への周知） 

９ この基準に基づく会費に係わる理事会の議決は、原則として、当該事業年度開始日以 

前に行い、議決後その内容を遅滞なく会員に周知せしめるとともに総会に報告するもの

とする。 

（端数計算） 

10 会費月額についての端数計算は下記によって行う。 

会費月額が１００万円未満の場合は、１００円の位で四捨五入し、 

 (1) １,０００円より３,０００円までを切捨て、 

 (2) ４,０００円より６,０００円までを５,０００円とし、 

 (3) ７,０００円より９,０００円までを１０,０００円とする。 

会費月額が１００万円以上の場合は、１,０００円の位で四捨五入する。 
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別表第１ 会費月額表 

(Ａ 表) 

年 販 売 額 

(億 円) 

会 費 月 額 

(万 円) 

年 販 売 額 

(億 円) 

会 費 月 額 

(万 円) 

        ６未満     ２.５  1600 以上  1800 未満    １６６ 

    ６以上    ８未満     ３.５  1800 以上  2000 未満    １８０ 

    8 以上    12 未満     ５  2000 以上  2250 未満    １９５ 

   12 以上    15 未満     ６  2250 以上  2500 未満    ２０９ 

   15 以上    20 未満     ６.５  2500 以上  2750 未満    ２２４ 

   20 以上    26 未満     ８  2750 以上  3000 未満    ２３９ 

   26 以上    32 未満     ９  3000 以上  3300 未満    ２５６ 

   32 以上    38 未満     ９.５  3300 以上  3600 未満    ２７１ 

   38 以上    44 未満       １１.５  3600 以上  3900 未満    ２８８ 

   44 以上    50 未満       １３  3900 以上  4200 未満    ３０５ 

   50 以上    56 未満       １４  4200 以上  4500 未満    ３２３ 

   56 以上    63 未満       １５  4500 以上  5000 未満    ３４１ 

   63 以上    70 未満       １６.5  5000 以上  5500 未満    ３６１ 

   70 以上    77 未満       １８  5500 以上  6000 未満    ３７９ 

   77 以上    85 未満       １９  6000 以上  6500 未満    ３９９ 

   85 以上    92 未満       ２０  6500 以上  7000 未満    ４１８ 

   92 以上   101 未満       ２１  7000 以上  8000 未満    ４３９ 

  101 以上   110 未満       ２２  8000 以上  9000 未満    ４６０ 

  110 以上   120 未満       ２３  9000 以上 10000 未満    ４８２ 

  120 以上   130 未満       ２４ 10000 以上 11000 未満    ５０４ 

  130 以上   140 未満       ２６ 11000 以上 12000 未満    ５５０ 

  140 以上   150 未満       ２７ 12000 以上 13000 未満    ５７３ 

  150 以上   165 未満       ２８.５ 13000 以上 14000 未満    ５９７ 

  165 以上   185 未満       ３１.５ 14000 以上 15000 未満    ６２１ 

  185 以上   210 未満    ３５.５ 15000 以上 16000 未満    ６４６ 

  210 以上   250 未満    ４１.５ 16000 以上 17000 未満    ６７２ 

  250 以上   300 未満    ４７ 17000 以上 18000 未満    ６９８ 

  300 以上   350 未満    ５２ 18000 以上 19000 未満    ７２５ 

  350 以上   400 未満    ５８ 19000 以上 20000 未満    ７５５ 

  400 以上   510 未満    ６８ 20000 以上 21000 未満    ７８１ 

  510 以上   630 未満    ８０.５ 21000 以上 22000 未満    ８１２ 

  630 以上   750 未満    ９３ 22000 以上 23000 未満    ８４３ 

  750 以上   830 未満   １０２ 23000 以上 24000 未満    ８６９ 

  830 以上   910 未満   １１１ 24000 以上 26000 未満    ８９５ 

  910 以上  1000 未満   １２１ 26000 以上 28000 未満    ９１７ 

 1000 以上  1200 未満   １３０ 28000 以上 30000 未満    ９３５ 

 1200 以上  1400 未満   １４０ 30000 以上    ９４５ 

 1400 以上  1600 未満   １５３   
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  (Ｂ 表) 

年 販 売 額 

(億 円) 

会 費 月 額 

(万 円) 

              10 未満     ２.５ 

10 以上    90 未満 ４ 

   90 以上   150 未満     ５ 

  150 以上   210 未満     ７ 

  210 以上   300 未満     ９ 

  300 以上   390 未満    １０ 

  390 以上   480 未満    １２ 

  480 以上   630 未満    １５ 

  630 以上   780 未満    １８ 

  780 以上   930 未満       ２０ 

  930 以上  1080 未満       ２２ 

 1080 以上  1380 未満       ２８ 

 1380 以上  1680 未満       ３２ 

 1680 以上  1980 未満       ３６ 

 1980 以上  2580 未満       ４４ 

 2580 以上  3300 未満       ５３ 

 3300 以上  4500 未満       ６１ 

 4500 以上  6000 未満       ６８ 

 6000 以上  7500 未満       ７７ 

 7500 以上  9000 未満       ８５ 

 9000 以上 10800 未満       ９８ 

10800 以上 12900 未満     １１４ 

12900 以上 15600 未満     １３１ 

15600 以上 18600 未満     １５４ 

18600 以上 22800 未満     １７８ 

22800 以上 28200 未満   ２１１ 

28200 以上 34800 未満   ２５３ 

34800 以上 43200 未満   ３０２ 

43200 以上 54000 未満   ３６３ 

54000 以上   ４４３ 

 

 (注)会費月額表を昭和６１年 4 月１日、平成元年４月１日、平成１２年１１月１日、平

成２９年４月１日に改定 
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別表第２ 事業年度調整表 

 

（基準年度を平成１０年度及び１１年度とする場合の例により示す。） 

１０年度、１１年度とは、１年決算の場合、左欄の会員社自身の決算月に従い、それぞれ

右欄の２事業年度とする。６ヶ月決算の場合は、これに準ずる２カ年間４期とする。 

決算月      販売額を算定する事業年度 

 １月    １１年 １月期及び１２年 １月期 

 ２月    １１年 ２月期及び１２年 ２月期 

 ３月    １１年 ３月期及び１２年 ３月期 

 ４月    １１年 ４月期及び１２年 ４月期 

 ５月    １１年 ５月期及び１２年 ５月期 

 ６月    １１年 ６月期及び１２年 ６月期 

 ７月    １０年 ７月期及び１１年 ７月期 

 ８月    １０年 ８月期及び１１年 ８月期 

 ９月    １０年 ９月期及び１１年 ９月期 

１０月    １０年１０月期及び１１年１０月期 

１１月    １０年１１月期及び１１年１１月期 

１２月    １０年１２月期及び１１年１２月期 

 

 

 

別表第３ 電子機器・電子部品関連製品等分類表 

 

民生用電子機器           集積回路 

無線通信装置            ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞﾊﾞｲｽ 

無線応用装置            受動部品 

放送装置              機能部品 

医用電子装置            接続部品 

電子計算機及び関連装置       変換部品 

電源装置              機構部品 

その他電子応用装置         組立品 

電子計測器             その他電子部品 

工業用計測制御機器         電子材料 

電子管               ｿﾌﾄｳｪｱ及びｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 

個別半導体素子                           
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            会 費 基 準 注 釈 

１．販売額の定義 

 

  販売額（基準第２項関係）とは、財務諸表規則第７２条に基づく販売額（株式を上場  

 している会社にあっては、有価証券報告書記載の販売額）の内、別表第３の品目に関し、 

 自社で生産したもの及び他社（子会社を含む。）で生産したものに係る販売総額をいう。 

 

２．会費月額増減の限度（会費基準第７項） 

 

  基準年度の変更により、別表第１から新たに算定された会費月額（Ａ）が、変更前の  

 会費月額による会費月額（Ｂ）に比べ、２０％を超えて増減する場合、各年度の会費月 

 額は、それぞれの前年度の会費月額に対する増減率は２０％を超えないこととする。 

 したがって、各年度における会費月額の増減の限度及び会費月額はつぎのとおりとなる。 

 

（１） 増加する場合 

 

     年度       限度           会費月額 

    第１年度   Ｂ×1.2＝Ｃ              Ｃ 

    第２年度   Ｃ×1.2＝Ｂ×1.44＝Ｄ    （Ａ＞Ｄ）Ｄ 

                          （Ａ≦Ｄ）Ａ 

        第３年度     Ｄ×1.2＝Ｂ×1.73＝Ｅ    （Ａ＞Ｅ）Ｅ 

                                                   （Ａ≦Ｅ）Ａ 

                                                   （Ａ≦Ｄ）Ａ 

 

（２） 減少する場合 

 

     年度       限度           会費月額 

    第１年度   Ｂ×0.8＝Ｃ’                           Ｃ’ 

        第２年度   Ｃ’×0.8＝Ｂ×0.64＝Ｄ’    （Ａ＜Ｄ’）Ｄ’ 

                                                    （Ａ≧Ｄ’）Ａ 

    第３年度   Ｄ’×0.8＝Ｂ×0.51＝Ｅ’    （Ａ＜Ｅ’）Ｅ’ 

                                                    （Ａ≧Ｅ’）Ａ 

                                                   （Ａ≧Ｄ’）Ａ 
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３．端数計算が２０％の増減の限度を超える例 

 

  年販売額が３０億円の会員社の会費月額は、９０，０００円……… (ａ)であるが、 

  この会員社の新しい基準年度の年販売額が４０億円となった場合、新会費月額表から算 

 定される会費月額は１１５，０００円……(ｂ) 

  (ｂ) ／ (ａ)を計算すると 

 

     １１５，０００  

              ＝ １２７．８％ 

      ９０，０００ 

 

 したがって、会費基準の第７項により、会費増減率の限度を適用し、 

 

      ９０，０００円 × １．２ ＝１０８，０００円 となる。 

 

  会費基準第１０項の端数計算により、８，０００円を１０，０００円とし、 

  会費月額は１１０，０００円………(ｃ) 

    (ｃ) ／ (ａ)を計算すると 

 

 

     １１０，０００ 

              ＝ １２２．２％ 

      ９０，０００ 

 

となって１２０％の限度をこえるが、会費基準第７項により、会費月額は１１０，０００  

 円となる。 

 

 次年度は、 

     １１５，０００ 

              ＝ １０４．５％ 

     １１０，０００ 

 

 となり、頭打ちの適用がなく、会費月額となる。 
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